
パリオリンピックを楽しもう！がんばれ！ニッポン！

平素は、毎々格別のお引き立てを賜わり感謝いたしております。
梅雨明け以降、連日の酷暑が続いておりますが、皆様にはご健勝のこととお慶び申し上げます。
暑さ厳しき折ですが、皆様くれぐれもご自愛ください。

夏のご挨拶をこのハウスマーケットだよりに代えさせて、お読み頂けたら幸いです。
今後共なお一層ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

令和六年盛夏 株式会社ハウスマーケットカンパニー社員一同



443x585-117.4kB-お祭

【
回
答
】

従
来
は
、
不
在
者
財
産
管
理
人
の
活
用
が
考
え
ら
れ
ま
し
た
。

た
だ
現
在
で
は
、

2
0
2
3
年

4
月
よ
り
施
行
さ
れ
た
所

有
者
不
明
土
地
・
建
物
管
理
命
令
の
制
度
（
民
法

2
6
4
条

の

2
以
下）
を
活
用
し
、
所
有
者
不
明
土
地
・
建
物
管
理
人
か

ら
の
購
入
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

一
方
、
購
入
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
空
き
家
の
管
理
状
況
の
み
を
改

善
さ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
じ
く
施
行
さ
れ
た
管
理
不
全
建

物
管
理
制
度
（
民
法

2
6
4
条
の

9
以
下
）
を
活
用
し
、
同

管
理
人
に
建
物
の
修
繕
等
を
さ
せ
る
方
法
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

【
解
説
】

１
不
在
者
財
産
管
理
人
の
選
任

住
民
票
等
の
調
査
の
結
果
、
土
地
建
物
の
所
有
者
の
死
亡
が

確
認
さ
れ
ず
、
所
在
が
不
明
な
場
合
、
裁
判
所
に
行
方
不
明

者
の
代
わ
り
に
そ
の
財
産
を
管
理
し
て
く
れ
る
不
在
者
財

産
管
理
人
の
選
任
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す

（
な
お
、
行
方
不
明
者
の
死
亡
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
相
続
人
が

い
な
い
場
合
に
は
、
相
続
財
産
清
算
人
選
任
申
立
て
を
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す）

本
事
案
も
調
査
の
結
果
、
行
方
不
明
者
の
死
亡
が
確
認
で
き

な
い
た
め
従
来
同
様
、
不
在
者
財
産
管
理
人
専
任
の
申
立
て

を
行
い
、
選
任
後
、
不
在
者
財
産
管
理
人
か
ら
土
地
建
物
を

買
い
取
る
方
法
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
不
在
者
財
産

管
理
人
の
場
合
、
選
任
に
数
か
月
前
か
ら
半
年
程
度
か
か
り
、

申
立
て
の
際
に
支
払
う
予
納
金
も
高
額
に
な
る
傾
向
に
あ

り
ま
す（
数
十
万
円
か
ら

1
0
0
万
円
程
度）
ま
た
申
立
権

者
が
限
ら
れ
て
お
り
選
任
自
体
が
認
め
ら
れ
な
い
可
能
性

も
あ
り
ま
す
。

3
管
理
不
全
建
物
管
理
制
度

今
回
の
よ
う
に
、
隣
地
の
空
き
家
の
管
理
状
況
が
芳
し

く
な
い
場
合
、

2
0
2
3
年

4
月
に
施
行
さ
れ
た
管

理
不
全
建
物
の
管
理
制
度
の
活
用
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

管
理
人
を
選
任
の
上
、
例
え
ば
隣
の
空
き
家
の
ひ
び
割

れ
・
破
損
が
生
じ
て
い
る
外
壁
の
補
修
工
事
や
、
ご
み

の
撤
去
・
害
虫
の
駆
除
な
ど
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
な
お
、
所
有
者
不
明
土
地
・
建
物
管
理
命
令
の
制

度
と
異
な
り
、
申
立
て
に
は
管
理
不
全
に
よ
り
自
己
の

権
利
等
が
侵
害
ま
た
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
な
ど

が
必
要
で
す
。
同
制
度
は
、
所
有
者
が
判
明
し
て
い
る
不

動
産
で
も
活
用
す
る
こ
と
が
っ
で
き
ま
す
。

4
そ
の
他
の
改
正

こ
の
他
に
も
、
共
有
者
の
う
ち
の

1
人
が
行
方
不
明
の

場
合
の
制
度
が

2
つ
創
設
さ
れ
て
い
ま
す
。

1
つ
目
は
、
共
有
者
が
行
方
不
明
の
共
有
者
の
持
分
を

買
い
取
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。
共
有
者
は
、
裁
判

所
の
決
定
を
得
て
、
所
在
不
明
の
共
有
者
の
持
分
に
相

当
す
る
金
銭
を
供
託
し
た
上
で
、
そ
の
持
分
を
取
得
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す（
民
法

2
6
2
条
の

2
）

2
つ
目
は
、
行
方
不
明
の
共
有
者
の
持
分
も
一
緒
に
第

三
者
に
売
却
で
き
る
制
度
で
す
。
共
有
者
は
、
裁
判
所
の

決
定
を
得
て
、
所
在
不
明
共
有
者
以
外
の
全
員
が
特
定

の
者
に
持
分
全
部
を
譲
渡
す
る
こ
と
を
条
件
に
、
所
在

不
明
共
有
者
の
持
分
を
そ
の
特
定
の
者
に
譲
渡
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す（
民
法

2
6
2
条
の

3
）

共
有
者
が
行
方
不
明
で
あ
っ
た
こ
と
で
こ
れ
ま
で
処
分

が
難
し
か
っ
た
不
動
産
も
、
こ
れ
ら
の
制
度
を
活
用
す

る
こ
と
で
処
分
が
で
き
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
た
だ

し
、
所
在
不
明
の
共
有
者
の
持
分
が
遺
産
共
有
状
態
（
遺

言
も
な
く
、
法
廷
相
続
人
ら
が
遺
産
分
割
協
議
を
し
な

い
ま
ま
、
、
遺
産
が
法
定
相
続
人
間
で
共
有
と
な
っ
て
い

る
状
態
）
の
場
合
、
相
続
開
始
か
ら

1
0
年
間
は
、
こ
の

所
在
不
明
共
有
者
に
関
す
る
制
度
を
使
う
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

2―

2
所
有
者
不
明
土
地
・
建
物
管
理
命
令

の
手
続

所
有
者
不
明
土
地
・
建
物
管
理
命
令
制
度
を
利
用
し
た

場
合
、
そ
の
手
続
き
は
①
行
方
不
明
者
の
所
在
調
査
、
②

裁
判
所
へ
の
申
立
て
、
③
予
納
金
の
支
払
い
、
④
裁
判
所

に
よ
る
官
報
公
告（

1
ヶ
月
以
上
の
期
間）
、
⑤
裁
判
所
に

よ
る
管
理
命
令（
管
理
人
の
選
任
）
、
⑥
裁
判
所
に
よ
る
管

理
命
令
の
登
記
、
⑦
管
理
人
の
管
理
行
為
の
実
施
と
い
う

流
れ
で
行
わ
れ
ま
す
。

2―

1
所
有
者
不
明
土
地
・
建
物
管
理
命

令
制
度
の
利
用

次
に
時
間
と
費
用
の
観
点
か
ら
、

2
0
2
3
年

4
月

施
行
の
改
正
民
法
で
導
入
さ
れ
た
所
有
者
不
明
土
地
・

建
物
管
理
命
令
の
制
度
の
利
用
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
裁
判
所
に
所
有
者
不
明
土
地
・
建
物
の

管
理
人
（
裁
判
所
選
定
の
弁
護
士
な
ど）
を
選
任
し
て
も

ら
い
、
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
対
象
不
動
産
を
購
入
す

る
方
法
と
な
り
ま
す
。

な
お
本
制
度
は
、
区
分
所
有
建
物
に
は
利
用
で
き
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

川遊びのような感覚で遊べる
河川プール。整備されており、
水深も1mと50cmの場所になっ
ていて安全に遊べます。木陰も
適度にあり、見守る大人も快適
に過ごせます！

別府湾と隣接している抜群

の立地から目の前の海水

浴場と自由に行き来できま

す。日帰りはもちろん、ホテ

ルに泊まってリゾート気分

が味わえます♪

広範囲に渡り流れる九州屈
指の清流。ﾎﾞｰﾄﾞの上に立ち
パドルを漕いで水面を進む
サップ体験ができます。透き
通った清流に乗って水上アク
テビティを楽しめます♪


